
【導入】 
「子供が欲しいけど、今の状況でできるわけない…」 
こう呟いた、一人の女性。 
 
不妊症だった彼女は、子供のいる幸せな家庭を夢見て、不妊治療を始めました。 
しかし、働きながらの治療は想像できないほど厳しいものでした。 
 
「急な休みに対応しきれない」 
「治療のための休暇制度すらない」 
 
このような状況から仕事と治療の両立が困難だと判断した彼女は、 
悩んだ末に生きがいにもなっていた仕事を手放してしまったのです。 
 
本弁論では、働きながら不妊治療を行う不妊症患者の現状とその解決を訴えます！！ 
 
【現状】 
そもそも不妊症とは、 
避妊をしていないにもかかわらず、 
1年以上妊娠できない状態のことを指します。 
現在、不妊症患者は約42万人、 
夫婦の約6組に1組と非常に多く存在しているのです。 
 
また、不妊症患者のほとんどは女性で、 
その中で働いている人は約7割も存在しているのです。 
 
彼女たちの多くは、仕事を続けながら不妊治療を行いたいと願っています。 
実際に、「仕事と治療を両立させたい」と思っている女性は、9割に上ります。 
 
こうした不妊症患者の女性は、様々な治療を受けて妊娠を目指します。 
 
彼女たちは、最初に、薬を用いて排卵日を調節するなどして 
妊娠する方法をとります。 
しかし、ほとんどの場合は、 
そうした治療では妊娠することが出来ずに最終的に特定不妊治療を受けるようになります。 
特定不妊治療とは、体外で受精を行い、 
手術によって受精卵を体内へ入れて妊娠させる治療法のことを指します。 
実際にこの治療を受けている患者は不妊治療患者全体の8割を占めているのです。 
 
この特定不妊治療を行うことで、ほとんどの人は妊娠できるようになります。 
この治療は、行われるたびに成功率が上昇し、 
6度目には90％の確率で妊娠できるようになるのです。 
 
しかし、不妊症患者の多くは、 
仕事と治療を両立することができません。 
実際に、両立できなかった人は、不妊治療経験者のうちの6割。 
約18万人も存在しているのです。 



 
なぜ彼女たちは両立ができていないのでしょうか？ 
それは、治療が不定期になってしまうという、特定不妊治療の特性にあります。 
 
特定不妊治療は、女性の月経周期に合わせて行うため、 
2、3日前にならなければ、通院日を確定することは難しいのです。 
 
このような状況で、彼女たちはどう対応していくのでしょうか。 
現在、不妊治療患者が使える制度として、有給休暇が挙げられます。 
 
労働基準法によれば、「必ず10日間の有給休暇を付与しなければならない」と定められて
います。 
しかし、この制度には1点の問題があります。 
 
それは、有給休暇の申請期限に関する規定が存在していないことです。 
有給休暇の申請期限は、各企業の就業規則によって定められています。 
 
そのため不妊治療患者は、2，3日前での有休の申請ができずに、休みがとれない場合があ
ります。 
実際、両立が困難な理由として不妊治療患者の7割が「急に仕事を休むことが必要」と回答
していました。 
つまり、両立ができない不妊治療患者は、申請期限が早い会社で働いているために、治療の

ための有休を取ることができないのです。 
 
この現状に対して、政府も対策を打っていますが、十分なものではありません。 
政府は、不妊治療に対応した休暇制度を作っておらず、 
パンフレットを発行して企業に支援制度を呼びかけるのみにとどまっています。 
 
また、独自に支援制度を導入している企業も非常に少なく、 
その割合はわずか1割程度に過ぎないのです。 
 
以上をまとめると、現在の休暇制度では、仕事と不妊治療を両立することが難しく、 
働く女性は「仕事か治療か」という二者択一を迫られているのです。 
 
 
 
 
【問題点】 
仕事と治療の二者択一。 
これが、働きながら子どもを望む彼女たちにとってどれほど悲惨なことでしょうか。 
 
働き続けるからこそ積み上げられる実績… 
その際に培われる様々な経験… 
 
一方で子どもを持つことができれば、得られたはずの多くの喜び。 
「初めて歩けるようになった。」 



「初めて言葉を話した。」 
自分が産んだ子どもが日々成長していく姿を一番近くで見られる。 
 
働くことで様々な経験を積み、もたらされる人生の充実。 
自分の子どもを持つことで生まれる新たな生きがい。 
 
彼女たちは、こんな素晴らしい未来のどちらかを選ばなければならないのです。 
 
その点、不妊症ではない女性たちはどうでしょうか。 
彼女たちにとって、働きながら子どもを持つことは、もはや普通のこと。 
男女雇用機会機会均等法、産休、育休。 
彼女たちを支えるための制度は、近年、急速に整備されています。 
女性の社会進出が進む現在の日本。 
そのなかで、唯一取り残されているのが、不妊症の女性たち。 
彼女たちは、制度がないために働きながら子どもを持つことができないのです。 
 
不妊症であろうと、そうでなかろうと、「子どもを持ちたい」その思いは同じはず。 
女性活躍のための制度が整ってきた今だからこそ、 
不妊治療患者にも救いの手を差し伸べるべきではないでしょうか。 
 
 
 
【社会的重要性】 
この問題は、今、不妊症に悩んでいる女性たちだけの問題ではありません。　 
聴衆の皆さんも、いつかは大事な人と結婚し、 
「子供をもつこと」を考えるかもしれません。 
しかし、不妊症を抱える夫婦は6組に1組。 
もしかしたら 
「あなた自身が」、あるいは 
「あなたの大事なパートナーが」不妊症で、 
「仕事か治療か」のどちらかを諦めてしまうことも十分に考えられます。 
 
不妊症の女性たちを救うこと、 
それは、未来のあなたも救うこと。 
この問題を解決することには大きな意義があるのです。 
 
 
 
 
 
【理念】 
私の理想は、働いている人も不妊治療を受けられる社会の実現です。 
そのためには、働いている不妊治療患者への支援制度を確立することが必要です。 
こうすることで、誰もが治療を受けることができ、 
働きながら自分の子供が欲しいという願いを叶えられるようになるのです。 
 



 
 
【プラン】 
そこで私は、1点のプランを提案します。 
それは、不妊治療患者に限った有給休暇取得の申請期限の変更です。 
 
具体的にご説明します。 
有給休暇の申請期限を定めていない労働基準法に 
「不妊治療患者に関しては申請を前日まで可能とする」 
という不妊治療患者に限った申請期限を設けます。 
ただし、この制度を利用する際、治療を始める前に企業側に相談しておくこととし、 
同時に不妊治療をしていることを証明する診断書を会社に提出するものとします。 
 
なぜ、事前に相談するのか、具体例を用いて説明します。 
例えば、不妊治療患者が事前に相談することなく、有給休暇を前日に申請した場合。 
こうした場合、会社側はすぐには対応できないため、業務へ悪影響が生じてしまいます。 
そこで、不妊治療患者に治療を始める前の段階で、企業側へ相談させます。 
こうすることで企業は繁忙期など有給が企業の負担となる時期については 
有給休暇を別の時期に移すことができます。 
 
つまり、事前に相談を行うことで 
業務への悪影響を最小限に抑えることが出来るのです。 
 
このように有給休暇の申請期限を前日まで可能とし、この制度を利用する際にはあらかじめ

企業側に相談するようにします。 
こうすることで、企業側は負担を抑えられ、不妊治療患者は通院日の直前であっても有給休

暇を使うことができるのです。 
 
【締め】 
「子どもか仕事か…」 
つり合うことのないたった一つの天秤 
 
この天秤は今、 
不妊治療患者にのみ 
突きつけられています。 
 
「自然に妊娠することが難しい」 
ただそれだけのことで、課されてしまう、この「天秤の不条理」 
 
いつの日か…いつかきっと！！！ 
この不条理が消え、天秤がつり合うようになる。 
そんな社会の実現を願って、本弁論を終了させていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 


